
 

DLN受験・更新・再更新・延長申請に関する  Q&A 

 

＜Ⅰ 受験資格に関して＞  

Q1: 看護師としての 5年間の看護実務経験は、受験の時点ですか？ 

 A: 受験の時点ではなく、年度末の「見込み」まで算定できます。 

 

Q2: DLN 受験したいのですが、「看護実務経験 5年間の見込み」とはいつまでのことですか？ 

A：日本腎不全看護学会の法人化に伴い、年度の考え方は、平成 27年より、9月から 8月と変更

になりました。今後の受験は、毎年 5 月に開催されます（平成 29 年度の受験は、今までは

30 年の 1 月となるところですが、30 年 5 月となります）。従いまして、看護実務経験の 5

年間は、8月 31日現在をもって算定してください。 

 

Q3：学会員を休職や進学などの理由で途中会員をやめていた期間があります。以前の入会期間

を合わせると 3 年は会員です。受験できますか？ 

 A：平成 27 年度より会員歴が通算 3 年で受験できるようになりました。 

是非受験してください。 

 

Q4：准看護師から看護師となり准看護師の看護実務経験は 5 年あります。この期間はどうなり

ますか？  

A：受験資格は「看護師」としているため、准看護師の実務経験期間は含まれません。受験資格

取得要件として、看護師経験 5 年が必要となります。受験時に 8 月 31現在での見込みで可

能です。 

 

Q5：海外での透析施設の勤務経験は、実務経験として認められますか？  

A：海外での勤務経験も実務経験として加算されます。 

 

Q6：転職や退職で、以前の職場からの証明書類（様式 2・3）が得られない場合はどうすればい

いですか？  

A：必要書類（様式 2・3）に自己記載し、証明（施設長名と印）が得られない理由を記載して

ください。既定の書式はありません。 

 

 ＜Ⅱ ポイントに関して＞  

Q1：認定試験に向けてセミナーに参加しています。ポイント証明には何が必要ですか？ 

 A：参加証または領収書が必要となります。参加者氏名・セミナー名・参加日の 3 点が記入さ

れたものが有効となります。受験申請時まで大切に保管してください。 

 

 Q2：受験資格ポイントは、入会してからでないとポイント加算できないのですか？ 



 A：日本腎不全看護学会主催のセミナー・研修・学術集会、および関連学会や登録されている

地方会などのポイントについては、日本腎不全看護学会に入会していなくても、過去 5年間

のポイントを対象としています。 

 

Q3：慢性腎臓病療養指導看護師の認定資格者です。受験申請時に 30 ポイントより多くポイン

トを申請しましたが、余っている筈のポイントは更新時のポイントとして有効ですか？ ま

た、申請時に使用しなかったポイントについては、その次の更新には使用できますか。  

A：本来は、認定期間の 5 年間に取得したポイントが有効です。但し、平成 28 年度より、法人

化に伴い年度の扱いが変更になっております。つまり、平成 29年度とは、平成 29年 9 月 1

日～平成 30 年 8 月 31 日までの 1 年間です。移行期間は、認定期間が 5 年 5 か月間ですの

で、その間に取得したポイントのみが有効です。 

 

過去に受講したポイントの有効期限：申請時の 5年（5か月間）以内に取得したものに限る 

 

Q4：地方の会員ですが、地元で行われるセミナーは認定試験のポイント対象となりますか？学 

会主催のセミナーになかなか参加できずにいるのでお願いします。 

A：【受験申請ポイント取得対象の地方会一覧】に登録されていれば、参加や発表でポイントが

取得できます。登録されていない場合には、会員ご自身がポイント取得対象とするための登

録申請をしてください。申請書は学会ホームページから取り出すことができます。 

 

Q5：6 学会以外の腎不全関連研究会に参加のポイントについて、「年に複数回開催の会でも申請

は 2 回まで」とありますが、どういう意味ですか？ 

A：地方会の主催者が同じ場合を限定しております。年間に 2 回以上開催している同じ主催者

の研修会の場合は、1 年間に 2 回までしか認めておりません。地方会の主催者が異なれば、

当然ですが何回でもポイントは取得できます。  

 

＜Ⅲ事例報告について＞ 

Q1：更新の際の、課題２のスタッフ教育の事例報告について質問です。自分は、管理職として

現場で働いています。個人を対象とした事例ではなく、人材育成や看護管理としてスタッフ

と関わった事例になってしまいます。これですと、再更新の課題になってしまうのでしょう

か？ 

A：管理者をしておられれば、再更新の課題を提出して構いません。但し、管理者であることを

追記して課題事例を提出して下さい。 

 

Q2：不合格になった時の事例を、次回受験（更新）の際にまとめ直して再提出してよいですか。 

A：修正して提出して構いません。 

 

Q3：日本腎不全看護学会で発表したものを、看護実践の事例報告に使用してもよろしいでしょ

うか？ 

A：発表した事例報告を提出して構いません。但し、「事例の書き方」に従ってまとめてくださ



い。日本腎不全看護学会において、認定更新の際の事例報告を発表することを奨めておりま

す。 

 

＜Ⅳ 認定更新・再更新の延長に関して＞  

Q1：大学進学や認定看護師の教育課程に進んだ場合、延長申請は可能ですか？  

A：進学する場合の入学年度が更新年度の場合は、不可です。5 年間の実践期間があったのです

から、進学中で学業に専念している場合に限ります。学業に専念することを証明することが

必要となります。 

 

Q2：更新・再更新の申請期間の延長が認められるのはどのような場合ですか？  

A：長期の病気療養、育児休暇中や介護休暇、進学や海外在留等が該当します。長期休職の場合

は職場の証明書類や診断書が必要です。申請期間中に体調不良などで申請が困難な際は、医

師の診断書を提出してください。また、自宅介護で証明書が得られない場合は、「家族であ

る申請者が家族の介護を要する状況にある」という一文の入った、職場や友人など第 3 者

の証明書を提出してください。いずれの場合も、延長申請の承認は認定審査会の審査結果を

待っていただくことになります。（平成 28 年度から、延長申請期間は５月に限定されていま

す）。更新延長申請要項をホームページに掲載していますので、参照して下さい。 

 

Q3：更新・再更新の申請期間の延長に必要な手続きはどうしたらいいですか？ 

 A：認定失効前の 5 月の 1 ヶ月間に、延長理由と証明書を提出して申請を行ってください。書

式の定めはありません 審査料（登録料も含みます）として 2 万円を納める必要があります。

延長は最長 3 年まで認められますが、1 年ごとに上記手続きを行ってください。 

更新延長申請要項をホームページに掲載していますので、参照して下さい。 

 

Q4：DLN 資格を取った後、休職や進学などの理由で途中会員をやめていた期間があります。以

前の入会期間を合わせると 5 年は会員です。更新・再更新は可能ですか？  

A：平成 27 年度より、更新までの期間の 5 年間は継続会員であることが、条件として明記され

ました。更新・再更新はできません。 

 

 ＜Ⅴ 更新時における学会発表の要件に関して＞  

Q1：更新の要件に日本腎不全看護学会で筆頭者として発表していることとありますが、忙しく

て研究することが難しい状況にあります。  

A：多くの時間を要する本格的な研究ばかり求めているわけではありません。更新に際し準備さ

れている事例を「事例報告」としてポスターで発表していただければ、学習が共有できるい

い機会となります。自身の事例報告であれば、筆頭者として発表できると思いますので、是

非発表に繋げてください。 

 

Q2：更新の要件に日本腎不全看護学会で筆頭者として発表していることとありますが、別の学

会で発表した分は認められますか？  

A：日本腎不全看護学会に限定します。日本腎不全看護学の発展に寄与するための取り組みです。



  

ご理解と義協力をお願いしたいと思います。 

 

 

 ＜Ⅵ 再更新・それ以降の更新（再々更新）における学会発表支援の要件に関して＞  

再更新の条件の「日本腎不全看護学会でスタッフが発表（口演・ポスター・交流集会）できるよ

う支援すること」について  

Q1： 5 年間、自身が筆頭者として発表もしていませんし、スタッフの発表も支援できていませ

ん。 

 A：再更新者とそれ以降の再々更新者には、更新者と同様、日本腎不全看護学会で筆頭者とし

て発表をお願いしたいと思います。ただ、管理的な立場になることで、自身が発表する機会

が少なくなることも考慮したいと思います。その場合は、スタッフが学会発表できるような

支援をお願いしたいと思います。 5 年間で発表までの成果は得られなくても、発表に向け

て支援している旨の記載をお願いします。学会発表は、研究だけでなく事例報告も推奨して

います。受験や更新の際の事例を「事例報告」としてポスターで発表するように支援をお願

いします。発表は、日本腎不全看護学会と定めています。日本腎不全看護学の発展に寄与す

るための取り組みですので、是非ともご協力をお願いします。  

 

Q2：現在、研究支援を行っていますが、次年度の発表となりそうで、今年の学会には間に合い

そうにありません。このような場合はどうなりますか？  

A：Q1同様、現在取り組んでいる支援について記載してください。  

 

Q3：交流集会での発表をするように支援した場合、グループでの発表となってしまいますが、

それでもよいですか。 

A：交流集会のグループの支援でも大丈夫です。該当します。 

 

Q4：発表するよう支援するのは「JANN」の学術学会に限りますか。 他の学会では認められま

せんか。  

A：腎不全看護学会に限定しております。腎不全看護学会の発展への貢献を願っておりますので、 

ご協力をお願い致します。 

 

 ＜Ⅶ 再更新の事例課題について＞ 

Q：再更新では、「A パターン：看護実践」と「B パターン：看護管理」とで事例報告の内容が

異なっています。B パターンを選択した場合は、「看護管理 2 事例・人材育成 2 事例」で

すが、例えば管理 1 事例、人材育成 1 事例、看護実践 1 例、業務改善 1 例なども認めら

れますか？  

A：認められません。A パターン（看護実践者用）か B パターン（看護管理者用）のいずれか

を選択してください。 

 再更新以降の更新者（再々更新者）に対しても課題は同じです。 


